
【ポイント】
①売却要望から信託へ変化（納税用地の活用）

②手間なし運営可能（固定資産税まで支払ってくれるのが高評価）

土地信託成約事例

故:ご主人 名義人:Ｈ様

⾧女 次女

子供有

夫夫 ⾧男

Ｈ様は自宅から離れた納税用の駐車場を先行売却したいと思っ
ていたが、税務対策としては売却よりも残して収益を上げる案
が良いと提案を受けた。
但し、Ｅ様としては遠隔地で管理運営がしにくい事がネックで
あった為、なかなか土地活用の話が進まなかった。

↓

土地信託を使って駐車場にアパートを建築する事で、スターツ
信託が賃貸経営を行う為、手間なく管理運営が出来、また相続
税対策にもなった（固定資産税まで支払う仕組みが高評価）。
また収益は駐車場に比べて約3倍となった。

＊本内容は一般的な説明の例示です。不動産信託を活用する場合は、契約締結時および契約期間中は、所定の信託報酬のお支払いが必要です。法定相続人以外の方が遺贈を受ける場合は、相続税額が２０％加算されます。

本文書に記載された内容の実施につきましては、税理士等の専門家とご相談下さい。＊詳しくは、信託法第９０条・第９１条をご確認下さい


